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〇 改正女性活躍推進法が令和４年４月１日に施行され、行動計画の策定・届出等の義務付

けが、常時雇用する労働者数 101 人以上の事業主に拡大します。 

〇 群馬労働局では、オンライン説明会、個別相談会等を通じて、該当企業への働きかけを

行っており、令和４年３月末日までの策定・届出等を促しています。改正法の概要、管内

の届出状況等については別添資料をご参照ください。 
 

＜女性活躍推進法に基づき事業主が必ず行うべき取組＞ 

 １ 自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析  

    （１）状況把握  

採用した労働者に占める女性割合、男女の平均継続勤務年数の差異、各月ごとの平均 

残業時間数等の労働時間の状況、管理職に占める女性割合などを把握 

     （２）課題分析 

       把握した状況から、自社の課題を分析 

 

   ２ 一般事業主行動計画の策定、社内周知、公表、届出など 

    （１）行動計画の策定 

計画期間、数値目標、取組内容及び取組実施時期を盛り込んだ行動計画を策定 

     （２）行動計画の社内周知、公表 

       行動計画を労働者に周知し、外部に公表 

     （３）行動計画を策定した旨の届出 

       郵送、電子申請等により、都道府県労働局に届出 

     （４）取組の実施、効果の測定 

       定期的に数値目標の達成状況や、行動計画に基づく取組の実施状況を点検・評価 

 

   ３ 女性の活躍に関する情報公表 

     自社の女性の活躍に関する状況の公表（年１回更新が必要） 

       

  〇 女性の活躍推進に関する状況が優良な事業主を認定しています。 

   「えるぼし」認定 

   

改正女性活躍推進法が４月１日に施行！  
～ 労働者数 101 人以上の事業主に義務付けが拡大 ～ 
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行動計画の策定・届出等を行い、管理職比率など、女性

の活躍推進に関する取組の実施状況が優良である等の

要件を満たした事業主は、厚生労働大臣の認定を受け

ることができます（認定権限は都道府県労働局長に委任）。 



・自社の状況把握のためには、基礎項目に加えて選択項目（必要に応じて把握する項目）を活用することが
原因の分析を深めるために有効です。選択項目の詳細は、パンフレットをご覧ください。

・（区）の表示のある項目は､雇用管理区分ごとに把握を行うことが必要です。

・雇用管理区分とは、職種、資格、雇用形態、就業形態等の労働者の区分です。当該区分に属している労働者について
他の区分に属している労働者と異なる雇用管理を行うことを予定して設定しているものです。
例：正社員、契約社員、パートタイム労働者／事務職、技術職、専門職、現業職など

基礎項目（必ず把握すべき項目）

●採用した労働者に占める女性労働者の割合（区）

●男女の平均継続勤務年数の差異（区）

●管理職に占める女性労働者の割合

●労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間の状況

「改正女性活躍推進法」では、一般事業主行動計画の策定が、常時雇用する労働者が301人以
上の企業に義務づけられています。令和４年４月１日から、101人以上300人以下の企業にも
策定・届出と情報公表が義務化されます。

把握した状況から自社の課題を
分析してください。

令和4年４月１日から
女性活躍推進法に基づく行動計画の策定・届出、情報公表が
101人以上300人以下の中小企業にも義務化されます

一般事業主行動計画の策定・届出の進め方

ステップ１ 自社の女性の活躍状況を、基礎項目に基づいて把握し、課題を分析する

「一般事業主行動計画」とは、企業が自社の女性活躍に関する状況把握と課題分析を行い、それを踏まえ
た行動計画を策定するものです。行動計画には、計画期間、数値目標、取組内容、取組の実施時期を盛り
込まなければなりません。
行動計画の策定から届出までの流れは、以下の４つのステップをご参照ください。

届け出の様式は、以下をご参照ください。

■一般事業主行動計画策定・変更届の届出参考様式
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000713159.doc

■次世代法に基づく行動計画と一体的に策定、届出をする場合の届出様式
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000744481.doc

ステップ２ 一般事業主行動計画を策定し、社内周知と外部公表を行う

ステップ１を踏まえて、(a)計画期間 (b)１つ以上の数値目標 (c)取組内容 (d)取組の実施時期

を盛り込んだ一般事業主行動計画を策定し、労働者に周知、外部に公表してください。

ステップ３ 一般事業主行動計画を策定したことを都道府県労働局に届け出る

ステップ４ 取組を実施し、効果を測定する

定期的に数値目標の達成状況や、一般事業主行動計画に基づく取組の実施状況を点検・評価してください。



女性活躍推進法に関する詳しい情報は、都道府県労働局雇用環境・均等部（室）へ
①https://www.mhlw.go.jp/content/000177581.pdf

●女性活躍推進法に基づく一般事業種行動計画を策定しましょう（詳しいパンフレット）
②https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000614010.pdf

中小企業のための女性活躍「行動計画」策定プログラム
③https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000612149.xlsm
一般事業主行動計画の策定等、表面のステップ１からステップ２を簡単に行うことができます。

中小企業のための女性活躍推進事業 ④https://joseikatsuyaku.com/
女性活躍推進アドバイザーによる無料の個別支援サービス。一般事業主行動計画の策定等について、
電話・メール、オンライン、訪問などで支援します。上記ホームページからお申し込みください。

※「(区)」の表示のある項目は、雇用管理区分ごとに公表を行うことが必要です。
※「(派)」の表示のある項目は、労働者派遣の役務の提供を受ける場合には、派遣労働者を含めて公表を行うことが必要です。

併せて、上記の項目とは別に、以下の項目についても、女性活躍推進法に基づく公表が可能です。
・女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に資する社内制度の概要
・労働者の職業生活と家庭生活の両立に資する社内制度の概要

自社の女性の活躍に関する状況について、以下の項目から１項目以上選択し、求職者等が簡単に閲覧でき
るように情報公表してください。

認定取得のメリット

・認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マーク「えるぼし」または「プラチナえるぼし」を商品や
広告などに付すことができ、女性活躍推進企業であることをPRすることができます。また、そのことにより、
優秀な人材の確保や企業イメージの向上等につながることが期待できます。

・認定を受けた企業は、公共調達の加点を受けられます。

・また、プラチナえるぼし認定企業は、一般事業主行動計画の策定・届出が免除されます。

女性労働者に対する職業生活に
関する機会の提供

職業生活と家庭生活との両立に
資する雇用環境の整備

・採用した労働者に占める女性労働者の割合(区)

・男女別の採用における競争倍率(区)

・労働者に占める女性労働者の割合(区)(派)

・係長級にある者に占める女性労働者の割合

・管理職に占める女性労働者の割合

・役員に占める女性の割合

・男女別の職種または雇用形態の転換実績(区)(派)

・男女別の再雇用または中途採用の実績

・男女の平均継続勤務年数の差異

・10事業年度前およびその前後の事業年度に採用
された労働者の男女別の継続雇用割合

・男女別の育児休業取得率(区)

・労働者の一月当たりの平均残業時間

・雇用管理区分ごとの労働者の一月当たりの
平均残業時間(区) (派)

・有給休暇取得率

・雇用管理区分ごとの有給休暇取得率(区)

101人以上300人以下の企業が行動計画を策定すると、以下の制度等を活用できます。（令和３年12月現在）

①公共調達における加点評価（問い合わせ先：内閣府男女共同参画局）

各府省等が実施する総合評価策札方式または企画競争による調達で有利になります。
https://www.gender.go.jp/policy/positive_act/pdf/wlb_torikumi01.pdf

②「働き方改革推進支援資金」特別利率による資金融資（問い合わせ先：日本政策金融公庫）

働き方改革実現計画を実施するために必要とする設備資金と運転資金に活用できます。
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/hatarakikata_m.html

女性の活躍に関する情報公表

早めに行動計画を策定するとメリットがあります

「えるぼし」認定・「プラチナえるぼし」認定

➀ ➁

「えるぼし」
認定

一般事業主行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍推進に関する取組
の実施状況が優良である等の一定の要件を満たした場合に認定します。

「プラチナえるぼし」
認定

えるぼし認定企業のうち、一般事業主行動計画の目標達成や女性の活躍推進に関する
取組の実施状況が特に優良である等の一定の要件を満たした場合に認定します。

① ②

③ ④
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女性活躍推進取組状況 
１ 一般事業主行動計画策定届出企業数及び届出率 

 女性活躍推進法では、常時雇用する労働者が301人以上の企業に対し、自社の女性の活躍に関する 

状況把握、数値目標を含む行動計画の策定、行動計画の公表及び労働者への周知、行動計画を策定し 

た旨の届出、女性の活躍に関する情報公表を義務付けている（300人以下の企業は努力義務）。 

法改正により、令和４年４月１日以降は、常時雇用する労働者が101人以上 300人以下の企業に対 

しても、上記の行動計画の策定・届出等が義務付けられる。 
 

（令和４年２月 24日現在）   

 

 

 

 

 

２ 基準適合一般事業主認定企業 

 女性活躍推進法に基づき行動計画を策定した旨の届出等を行った企業のうち、一定の基準を満たし、

女性の活躍推進に関する状況等が優良な企業について、厚生労働大臣（都道府県労働局長へ委任）の

認定（えるぼし認定）を行っている。認定は、基準を満たす項目数に応じて３段階ある。 

（１）えるぼし認定 

 令和４年２月 24日現在、管内における認定企業は 19 社である（２段階目が４社、３段階目が 15社）。 

 

 

 

 

 管内 

企業数 

行動計画策定 

届出企業数 

 

届出率 

常時雇用労働者 301 人以上の企業 240 社 239 社 99.6% 

常時雇用労働者 101 人以上 300 人以下の企業 514 社 78 社 15.2% 

常時雇用労働者 100 人以下の企業 － 56 社 － 

合計 － 373 社 － 

 認定企業数 

常時雇用労働者 301 人以上の企業 11 社 

常時雇用労働者 300 人以下の企業 ８社 

合計 19 社 

（２）えるぼし認定企業一覧     

 企業名 段階 認定年 所在地 業種 
労働者数 

（申請時点） 

1 株式会社群馬銀行 
２段階目 H28 年 

前橋市 金融業，保険業 4,781 人 
３段階目 H30 年 

2 朝倉染布株式会社 ３段階目 H28 年 桐生市 製造業（繊維工業） 98 人 

3 株式会社ジュンコーポレイション ３段階目 H29 年 安中市 製造業（プラスチック製品） 27 人 

4 株式会社上毛新聞社 ３段階目 H29 年 前橋市 情報通信業 379 人 

5 社会福祉法人赤城会 ３段階目 H29 年 渋川市 医療、福祉 145 人 

6 株式会社アイ・ディー・エー ２段階目 H29 年 高崎市 専門サービス業 368 人 

7 
ＡＲＩＧＡＴＯ ＣＯＭＰＡＮＹ 

株式会社 
３段階目 H29 年 高崎市 建設業 8 人 

8 株式会社東和銀行 
２段階目 H30 年 

前橋市 金融業 1,987 人 
３段階目 R４年 

9 アイオー信用金庫 ２段階目 H30 年 伊勢崎市 金融業 336 人 

10 株式会社荻野屋 ３段階目 H30 年 安中市 食品製造業 543 人 

11 
学校法人 

ＮＩＰＰＯＮ ＡＣＡＤＥＭＹ 
３段階目 H31 年 前橋市 教育、学習支援業 71 人 

12 高崎信用金庫 ２段階目 R1 年 高崎市 金融業 473 人 

13 株式会社タカラコーポレーション ３段階目 R1 年 太田市 小売業 106 人 

14 太陽誘電株式会社 ３段階目 R2 年 高崎市 製造業（電気機械器具） 2,984 人 

15 サンヴァーテックス株式会社 ３段階目 R2 年 高崎市 サービス業 1,371 人 

16 株式会社板垣 ３段階目 R３年 伊勢崎市 小売業 225 人 

17 株式会社ＩＨＩエアロスペース ３段階目 R３年 富岡市 製造業（輸送用機械器具） 1,010 人 
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女性活躍推進法第９条に基づく認定基準（えるぼし認定） 

 
評価項目 基準値（実績値） 

採用 

次の（１）と（２）のいずれかに該当すること。 

（１）男女別の採用における競争倍率（応募者数／採用者数）が同程度（※）であること。 

※『直近３事業年度の平均した「採用における女性の競争倍率」』×０.８が、『直近３事業年

度の平均した「採用における男性の競争倍率」』よりも雇用管理区分ごとにそれぞれ低いこ

と（期間の定めのない労働契約を締結することを目的とするものに限る）。 

（２）直近の事業年度において、次の①と②の両方に該当すること。 

 ①正社員に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均値（平均値が４割を超える場合は４

割）以上であること。 

 ②正社員の基幹的な雇用管理区分における女性労働者の割合が産業ごとの平均値（平均

値が４割を超える場合は４割）以上であること。 

継続就業 

（１）直近の事業年度において、次の①と②のいずれかに該当すること。 

①「女性労働者の平均継続勤務年数÷男性労働者の平均継続勤務年数」が雇用管理区分

ごとにそれぞれ７割以上であること（期間の定めのない労働契約を締結している労働者に限

る）。 

②「10 事業年度前及びその前後の事業年度に採用された女性労働者の継続雇用割合」÷

「10 事業年度前及びその前後に採用された男性労働者の継続雇用割合」が雇用管理区分

ごとにそれぞれ８割以上であること（期間の定めのない労働契約を締結している労働者かつ

新規学卒採用者等に限る）。 

（２）上記（１）を算出できない場合は、直近の事業年度において、正社員の女性労働者の平均

継続勤務年数が産業ごとの平均値以上であること。 

労働時間

等の 

働き方 

雇用管理区分ごとの労働者の法定時間外労働及び法定休日労働時間の合計時間数の平均

が、直近の事業年度の各月ごとに全て 45 時間未満であること。 

｢各月の対象労働者の(法定時間外労働＋法定休日労働)の総時間数の合計」÷｢対象労働者

数｣ ＜  45 時間 

これにより難い場合は、 

[「各月の対象労働者の総労働時間数の合計」－「各月の法定労働時間の合計＝(40×各月

の日数÷7)×対象労働者数」] ÷「対象労働者数」＜ 45 時間 

18 桐生信用金庫 ２段階目 R３年 桐生市 金融業、保険業 472 人 

19 株式会社ワークエントリー ３段階目 R４年 高崎市 サービス業 71 人 

１段階目 

 

 

●以下の５つの基準のうち、１つ又は２つの基準を満たしていること 

●満たさない基準については、当該基準に関連する取組を実施し、２年以上連続して 

その実績が改善していること 

●上記の実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表していること 

２段階目 ●以下の５つの基準のうち、３つ又は４つの基準を満たしていること 

●満たさない基準については、当該基準に関連する取組を実施し、２年以上連続して 

その実績が改善していること 

●上記の実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表していること 

３段階目  

●以下の５つの基準の全てを満たしていること 

●上記の実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表していること 
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管理職 

比率 

次の（１）と（２）のいずれかに該当すること。 

（１）管理職に占める女性労働者の割合が別に定める産業ごとの平均値以上であること。 

（２）『直近３事業年度の平均した「課長級より１つ下位の職階にある女性労働者のうち課長級

に昇進した女性労働者の割合」』÷『直近３事業年度の平均した「課長級より１つ下位の職

階にある男性労働者のうち課長級に昇進した男性労働者の割合」』が８割以上であること。 

多様な 

キャリア 

コース 

直近の３事業年度のうち､以下について大企業は２項目以上（非正社員がいる場合は必ず A

を含むこと）、中小企業は１項目以上の実績を有すること。 

A 女性の非正社員から正社員への転換 

B 女性労働者のキャリアアップに資する雇用管理区分間の転換 

C 過去に在籍した女性の正社員としての再雇用 

D おおむね 30 歳以上の女性の正社員としての採用 

 

※ 上記の他、以下の基準を全て満たす必要があります。 

 ・事業主行動計画策定指針に則して適切な一般事業主行動計画を定めたこと。 

 ・策定した一般事業主行動計画について、適切に公表及び労働者への周知をしたこと。 

 ・認定取消又は辞退の日から３年を経過していること。 

 ・職業安定法第５条の５第１項第３号の規定により、公共職業安定所等が求人の申込みを受理しないことが

できる場合に該当しないこと。 

 ・女性活躍推進法及び女性活躍推進法に基づく命令その他関係法令に違反する重大事実がないこと。 
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女性活躍推進法第 12条に基づく認定基準（プラチナえるぼし認定） 

 えるぼし認定を受けた事業主のうち、以下の基準を満たした場合に認定します（令和２年６月１日以降

認定開始）。 

 

評価項目 基準値（実績値） 

採用 えるぼし認定基準と同じ。 

継続就業 

（１）直近の事業年度において、次の①と②のいずれかに該当すること。 

①「女性労働者の平均継続勤務年数÷男性労働者の平均継続勤務年数」が雇用管理区分

ごとにそれぞれ８割以上であること（期間の定めのない労働契約を締結している労働者に限

る）。 

②「10 事業年度前及びその前後の事業年度に採用された女性労働者の継続雇用割合」÷

「10 事業年度前及びその前後に採用された男性労働者の継続雇用割合」が雇用管理区分

ごとにそれぞれ９割以上であること（期間の定めのない労働契約を締結している労働者かつ

新規学卒採用者等に限る）。 

（２）上記（１）を算出できない場合は、直近の事業年度において、正社員の女性労働者の平均

継続勤務年数が産業ごとの平均値以上であること。 

労 働 時 間

等の働き方 
えるぼし認定基準と同じ。 

管理職 

比率 

（１）直近の事業年度において、管理職に占める女性労働者の割合が、産業ごとの平均値の

１．５倍以上であること。 

ただし、１．５倍後の数字が、 

（２）15％以下の場合、管理職に占める女性労働者の割合が 15％以上であること。 

（３）40％以上の場合、以下の①と②のいずれか大きい値以上であること。 

 ①正社員に占める女性比率の８割 

 ②40％ 

多様な 

キャリア 

コース 

えるぼし認定基準と同じ。 

 

※ 上記の他、以下の基準を全て満たす必要があります。 

 ・事業主行動計画策定指針に則して適切な一般事業主行動計画を定めたこと。 

 ・策定した一般事業主行動計画について、適切に公表及び労働者への周知をしたこと。 

 ・雇用管理区分ごとに、労働者の男女の賃金の差異の状況について把握したこと。 

 ・プラチナえるぼし認定の申請より前に、一般事業主行動計画に定めた目標を、容易に達成できる目標に 

変更していないこと。 

・認定取消又は辞退の日から３年を経過していること。 

 ・職業安定法第５条の５第１項第３号の規定により、公共職業安定所等が求人の申込みを受理しないことが

できる場合に該当しないこと。 

 ・女性活躍推進法及び女性活躍推進法に基づく命令その他関係法令に違反する重大事実がないこと。 

 

プラチナえるぼし 

 

 

●策定した一般事業主行動計画に基づく取組を実施し、当該行動計画に定めた目標を

達成したこと。 

●男女雇用機会均等推進者、職業家庭両立推進者を選任し、その選任状況を「女性の

活躍推進企業データベース」に毎年公表していること。 

●以下の５つの基準の全てを満たし、その実績を「女性の活躍推進企業データベース」に

毎年公表していること。 

●女性活躍推進法に基づく情報公表項目（社内制度の概要を除く）のうち、８項目以上を

毎年「女性の活躍推進企業データベース」に公表していること。 


